
群馬県市町村会館管理組合条例の用字、用語等の整備に関する条例  

 

 

平成２９年８月２３日 

条 例 第 ２ 号 

 

（趣旨）  

第１条  この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する群馬県市町村会館管理組合の  

条例（以下「既存の条例」という。）の用字、用語等の整備に関し、必要な事項を定め  

るものとする。  

（用字及び用語の整理）  

第２条  既存の条例に用いられている用字及び用語は、当該条例の制定目的及び意義に反  

しない限り、次に掲げる告示、訓令及び通知の定めるところに従い、所要の改正を行う  

ものとする  

（１）常用漢字表（平成２２年内閣告示第２号）  

（２）公用文における漢字使用等について（平成２２年内閣訓令第１号）  

（３）法令における漢字使用等について（平成２２年内閣法制局総総第２０８号）  

（４）送り仮名の付け方（昭和４８年内閣告示第２号）  

（５）現代仮名遣い（昭和６１年内閣告示第１号）  

２  前項に定めるもののほか、既存の条例において用いられている群馬県市町村会館管理  

組合の組織変更前の組織名その他の整理を要する用語については、所要の改正を行うも  

のとする。  

（表現の整備）  

第３条  前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で整理、統一その他の整備を必要  

とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。 

２  前項の整備は、おおむね次のとおりとする。  

（１）句読点の整備  

（２）法令、条例等の引用の統一  

（３）表及び様式の整備  

（４）拗音及び促音として用いる「やゆよ」及び「つ」の表記の小書き  

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

  

 


